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   対馬市告示第77号 

    令和２年第２回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       令和２年６月５日 

                               対馬市長 比田勝尚喜 

   １ 期 日  令和２年６月16日（火） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

長郷 泰二君          春田 新一君 

小島 德重君          吉見 優子君 

渕上  清君          黒田 昭雄君 

小田 昭人君          山本 輝昭君 

波田 政和君          小宮 教義君 

齋藤 久光君          初村 久藏君 

大浦 孝司君          大部 初幸君 

作元 義文君          上野洋次郎君 

小川 廣康君                 

 

   ○６月22日に応招した議員 

 

 

   ○６月23日に応招した議員 

 

 

   ○６月26日に応招した議員 
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令和２年 第２回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           令和２年６月16日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       令和２年６月16日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第８ 市長の所信表明 

    日程第９ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例の一

部を改正する条例） 

    日程第10 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例） 

    日程第11 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市手数料条例

の一部を改正する条例） 

    日程第12 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市介護保険条

例の一部を改正する条例） 

    日程第13 報告第１号 令和元年度対馬市一般会計継続費繰越計算書について 

    日程第14 報告第２号 令和元年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

    日程第15 報告第３号 令和元年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 

    日程第16 議案第41号 令和２年度対馬市一般会計補正予算（第３号） 

    日程第17 議案第42号 令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号） 

    日程第18 議案第43号 令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第19 議案第44号 令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    日程第20 議案第45号 令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第21 議案第46号 令和２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第

１号） 
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    日程第22 議案第47号 対馬市職員定数条例の一部を改正する条例 

    日程第23 議案第48号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第24 議案第49号 対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条

例 

    日程第25 議案第50号 対馬市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

    日程第26 議案第51号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

    日程第27 議案第52号 対馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

    日程第28 議案第54号 対馬市引揚者住宅条例を廃止する条例 

    日程第29 議案第53号 対馬市庁舎建設整備基金条例 

    日程第30 議案第55号 長崎県病院企業団の共同処理する事務の変更及び規約の変

更に関する協議について 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第８ 市長の所信表明 

    日程第９ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例の一

部を改正する条例） 

    日程第10 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例） 

    日程第11 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市手数料条例

の一部を改正する条例） 

    日程第12 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市介護保険条

例の一部を改正する条例） 

    日程第13 報告第１号 令和元年度対馬市一般会計継続費繰越計算書について 

    日程第14 報告第２号 令和元年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

    日程第15 報告第３号 令和元年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 
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    日程第16 議案第41号 令和２年度対馬市一般会計補正予算（第３号） 

    日程第17 議案第42号 令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号） 

    日程第18 議案第43号 令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第19 議案第44号 令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    日程第20 議案第45号 令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第21 議案第46号 令和２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第22 議案第47号 対馬市職員定数条例の一部を改正する条例 

    日程第23 議案第48号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第24 議案第49号 対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条

例 

    日程第25 議案第50号 対馬市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

    日程第26 議案第51号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

    日程第27 議案第52号 対馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

    日程第28 議案第54号 対馬市引揚者住宅条例を廃止する条例 

    日程第29 議案第53号 対馬市庁舎建設整備基金条例 

    日程第30 議案第55号 長崎県病院企業団の共同処理する事務の変更及び規約の変

更に関する協議について 

 

出席議員（19名） 

１番 坂本 充弘君       ２番 伊原  徹君 

３番 長郷 泰二君       ４番 春田 新一君 

５番 小島 德重君       ６番 吉見 優子君 

７番 渕上  清君       ８番 黒田 昭雄君 

９番 小田 昭人君       10番 山本 輝昭君 

11番 波田 政和君       12番 小宮 教義君 

13番 齋藤 久光君       14番 初村 久藏君 

15番 大浦 孝司君       16番 大部 初幸君 

17番 作元 義文君       18番 上野洋次郎君 

19番 小川 廣康君 

 

欠席議員（なし） 
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欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      阿比留伊勢男君 次長     國分 幸和君 

課長補佐    梅野 浩二君  課長補佐   柚谷 智之君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  俵  輝孝君 

教育長  永留 和博君 

総務部長  有江 正光君 

総務課長（選挙管理委員会事務局書記長）  桐谷 和孝君 

しまづくり推進部長  武末 祥人君 

観光交流商工部長  二宮 照幸君 

市民生活部長  乙成 一也君 

福祉保険部長  古里 正人君 

健康づくり推進部長  松井 惠夫君 

農林水産部長  佐々木雅仁君 

建設部長  伊賀 敏治君 

水道局長  立花 大功君 

教育部長  阿比留裕史君 

中対馬振興部長  波田 安徳君 

上対馬振興部長  森山 忠昭君 

美津島行政サービスセンター所長  瀧川 昌浩君 

峰行政サービスセンター所長  扇  明宏君 

上県行政サービスセンター所長  原田 勝彦君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  阿比留 裕君 

監査委員事務局長  御手洗逸男君 

農業委員会事務局長  庄司 智文君 

代表監査委員  安野堅一郎君 
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午前10時00分開会 

○議長（小川 廣康君）  おはようございます。 

 ただいまから令和２年第２回対馬市議会定例会を開会をいたします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、議場の換気のため、出入り口を開放し

ての会議を運営することといたします。 

 日程に入ります前に、５月１日付で俵副市長並びに安野代表監査委員が就任されております。

お二人から就任の挨拶の申出があっておりますので、これを受けます。 

 副市長、俵輝孝君。 

○副市長（俵  輝孝君）  改めまして、おはようございます。副市長の俵でございます。さきの

臨時議会において、副市長への就任に対し御同意いただき、誠にありがとうございます。 

 対馬市が直面する難題が山積みの中、副市長という重責を負うことに対し、気が引き締まる思

いでございます。市政運営に当たっては、ありきたりではありますが、市民、議会、行政が同じ

方向を向いて進んでいくことが最も大切なことだと認識をいたしております。市民の皆さん、議

員の皆さんからの提言や意見に耳を傾け、市の施策の推進においては御理解と御協力が得られる

よう丁寧な説明を心がけていきたいと思っております。比田勝市政２期目の行政運営に対し、微

力ではありますが努力してまいりたいと思っております。 

 何事においても、「できない」ではなくて「どうしたらできるか」を常に念頭に置き、職務を

全うしたいと思います。皆様の御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いし、簡単ではござ

いますが、就任に当たっての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。（拍

手） 

○議長（小川 廣康君）  代表監査委員、安野堅一郎君。 

○代表監査委員（安野堅一郎君）  失礼をいたします。挨拶の機会を与えていただきまして、あり

がとうございます。議員皆様の御同意をいただきまして、５月１日より監査委員を務めさせてい

ただいております、安野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 仕事を離れて１年以上のブランクと前職場での監査を受ける側から一転して、監査をする立場

となりました。プレッシャーと戸惑いを感じておりますが、与えられた職務を遂行するために、

研さんを重ねてまいりたいと思っております。 

 また、監査委員の基本姿勢であります「公正・不偏」をモットーとして、的確で効果のあるア

ドバイスを心がけ、市の健全な運営と経営に少しでも貢献できればと思っておりますので、どう

ぞ皆様の御指導、御助言を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

ありがとうございます。（拍手） 
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○議長（小川 廣康君）  それでは、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（小川 廣康君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、長郷泰二君及び春田新一君を指名いた

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（小川 廣康君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、配付しております会期日程案のとおり、本日から６月

２６日までの１１日間とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。会期は、本日から６月２６日までの１１日間に決

定をいたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議長の諸般報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第３、議長の諸般報告を行います。 

 第１回定例会終了後以降の議長の行動等は、配付しております庶務報告書のとおりであります。 

 次に、例年４月、５月に開催されております長崎県市議会議長会、九州市議会議長会及び全国

市議会議長会の定期総会は、新型コロナウイルス感染拡大により、各総会は書面会議による開催

となりました。 

 なお、全国市議会議長会の各種表彰において、本市議会から、議員歴２０年以上議員表彰で作

元義文議員、議員歴１５年以上表彰で上野洋次郎議員、議員歴１０年以上議員表彰で山本輝昭議

員、小田昭人議員、黒田昭雄議員が表彰を受けております。 

 次に、４月２７日に開催した全員協議会において決定された、新型コロナウイルス感染症に関

わる経済対策に関する要望については、５月２９日、副議長とともに市長のところに伺い、要望

書を提出をいたしております。 

 以上、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 
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 市長から行政報告の申出があっておりますので、これを許します。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  本日、ここに、令和２年第２回対馬市議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には御健勝にて御出席賜り、衷心よりお礼申し上げます。 

 初めに、５月２５日、全国における新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除に伴い、国

及び県ともに６月１日から、県境を越えた人の移動を緩和しました。 

 そして、長崎県では、６月１９日からは県外からの観光客の誘致を解禁いたします。 

 本市においても、国や県と歩調を合わせ、市内経済の回復に向けて、舵を切ります。その第

１弾として、市民皆様を対象とした対馬島民クーポンを６月２２日から販売及び利用を予定して

おり、引き続き、経済対策事業に積極的に取り組んでまいります。 

 なお、緊急事態宣言の解除は、感染予防、感染拡大防止の取組を行うことが前提となっており

ますので、機会あるごとにお願いしておりますとおり、市民の皆様におかれましては３つの密の

回避、手洗い、せきエチケット、会話時のマスク着用など新しい生活様式を徹底していただき、

また事業者の皆様には、施設ごとのガイドラインにのっとり、徹底した感染予防対策を実施し、

お客様をお迎えいただきますようお願いいたします。 

 それでは、３月定例会以降、本日までの主な事項につきまして御報告を申し上げます。 

 まず総務部の関連でございますけども、特別定額給付金についてでございます。 

 令和２年４月２０日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として閣議決定された、国内に

住所を登録している方お一人につき１０万円が世帯主に給付されるものでございます。 

 本市では、当初、申請書の受付を市内６か所で５月１８日から一斉開始の予定をしておりまし

たが、給付金事業の趣旨等を踏まえ、小中学校が臨時休業となった中、子供の世話のために仕事

を休まざるを得ない世帯や、大学等の学費や生活費など子供への仕送りを思案されているであろ

う子育て世帯への支援をいち早く行うため、子育て世帯を対象に５月１２日から事前受付を開始

いたしました。 

 そして、一日でも早く、一人でも多くの皆様に給付金を届けることができるよう、担当課以外

の職員も動員しながら申請の受付、審査業務等を行い、６月１２日現在１万４,２９１世帯

（９５.０％）、２万８,７４４人（９５.９％）の皆様に交付済みでございます。 

 今後は、未申請世帯に対し、８月１８日の受付期間終了日を過ぎることがないよう、申請勧奨

に努めてまいります。そして、既に受給された方においては、島内消費の方法を御検討いただき

ますようお願いします。 

 次に、しまづくり推進部の関連でございます。 

 国連が提唱します持続可能な開発目標ＳＤＧｓの推進についてでございますが、本市におきま

しても取組を進めており、昨年度策定いたしました第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略にも
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関連づけをしております。さらに、本年度策定いたします本市最上位計画であります第２次対馬

市総合計画後期計画にも盛り込み、各施策を実施してまいります。 

 また、本年２月に、ＳＤＧｓ未来都市選定に当たり、「自立と環境の宝の島～サーキュラーエ

コノミーアイランド対馬～」を将来像とし、国へ応募をしております。 

 提案の内容といたしましては、産業・経済の基盤である「環境」を根幹とするサーキュラーエ

コノミーを高めることで、市内のモノ・カネの流れの循環はもちろんのこと、島外からのカネ・

ヒトの流れを活性化させ、島内外の経済の好循環を創造し、本市経済の持続を目指すものであり

ます。 

 具体的な取組といたしましては、海洋プラスチック問題に関するスタディツアーや海洋プラス

チックごみ回収・再利用促進、磯焼け対策等での資源回復による水産業の好循環の創造、カーボ

ンオフセット促進や生物多様性保全による農林業の好循環の創造、対馬グローカル大学や対馬市

ＳＤＧｓ実践塾などによるＥＳＤの推進等を行いながら、ＳＤＧｓを実践する人材を育成し、

様々な施策を統合的に推進してまいります。 

 観光交流商工部の関連でございます。 

 対馬市福岡事務所及びよりあい処つしまが入居するビルが、本年３月、福岡市博多区築港本町

に完成し、福岡事務所が３階に、よりあい処つしまは１階・２階に入居し、４月１３日にオープ

ンいたしました。 

 当初は、多数の関係者を招待してのオープニングイベントを計画しておりましたが、新型コロ

ナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が４月７日に福岡県も対象に発令されたことにより、

感染予防の観点から中止いたしました。 

 まずは、１階の物販コーナーをオープンし、初日はあいにくの雨模様ではございましたが、

５０名を超えるお客様に御利用いただいたところでございます。 

 オープン後、間もなく福岡県内においても新型コロナウイルスに対する感染予防意識が高まり、

店内クラスターの回避と従業員の安全も考慮し、ゴールデンウイークの４月２８日から５月６日

までを休業いたしました。 

 飲食部門の本格始動に向けたＰＲとして、「煮アナゴ弁当」や「とんちゃん弁当」などの試験

販売を５月８日から５月２２日まで行い、１日約６０から８０個が即完売し、好評を博しました。 

 ２階の飲食部門については、座席数の３０席を半数程度に減らし、消毒・換気の徹底など感染

防止対策に万全を期しながら、６月１日から営業を開始しております。入店制限の中、博多駅前

店からの常連のお客様にもお越しいただき、連日約５０名のお客様に御利用いただいているとこ

ろでございます。 

 陸の玄関口・博多駅前から海の玄関口である築港に場所を移しましたが、対馬のアンテナショ
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ップとして、１階には観光情報コーナーも設置し、今後とも北部九州における対馬の情報発信の

拠点となるよう邁進してまいります。 

 健康づくり推進部の関連でございます。 

 昭和３２年から６３年間の長きにわたり佐賀診療所の運営・管理と地域医療に貢献していただ

きました武林幸子先生が、３月３１日をもって一線から退かれることになりました。武林先生に

おかれましては、診療所業務はもとより、学校医として子供たちの健康管理にも御尽力いただい

たところでございます。 

 ４月以降は、対馬病院から医師を派遣いただき、対馬市直営佐賀診療所として週１回の日程で

診療を実施しておりますので、御報告申し上げます。 

 以上が行政報告でございます。 

 本定例会において御審議願います案件は、条例の一部改正専決処分承認案４件、令和元年度一

般会計継続費繰越計算書等報告３件、令和２年度一般会計等補正予算案６件、条例の一部改正

６件、制定１件、廃止１件、長崎県病院企業団の共同処理する事務の変更及び規約の変更に関す

る協議について１件の、合わせて２２件の議案について御審議をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、提案の際、担当部長から説明を行いますので、慎重に御審議の上、適正

なる御決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、本会期中に追加議案として、契約の締結５件を上程する予定としております。併せて御

審議くださいますよう、お願いいたします。 

 以上、開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長（小川 廣康君）  以上で、行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第５、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 厚生常任委員長、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  おはようございます。厚生常任委員会の所管事務調査報告を行い

ます。 

 令和２年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条第１項の規定により、閉会中

の所管事務調査の承認を得ておりました本委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条

の規定により報告いたします。 

 本委員会は、令和２年４月１５日に、新型コロナウイルス感染症対策に関する本市の対応等に

ついて所管事務調査を行いました。 

 当日は、午前１０時３０分から対馬市役所厳原町庁舎別館大会議室において、全委員出席の下、
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理事者側から松井健康づくり推進部長、井田いきいき健康課長に御出席いただき、新型コロナウ

イルス感染症対策に関する本市の取組について説明を受けました。 

 本委員会が令和２年２月１４日に実施した新型肺炎に関する所管事務調査以降の取組として、

公民館や体育館、港などの公共施設に消毒液の設置、新型コロナウイルス感染症に関する情報に

ついて各地区へ回覧文書の配付、長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部の設置に合わせ３月

１３日に対馬市も対策本部を設置、イベントの自粛要請の通知や、厳原港及び比田勝港への感染

予防に係るポスターの掲示などの感染予防策が講じられております。 

 ４月７日に東京や大阪など７都府県を対象とした緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、本

市では４月８日に、対馬保健所、対馬市医師会、対馬病院、上対馬病院、市役所の関係者におい

て対馬地域医療体制検討会が行われ、対馬市での集団感染等の発生を想定した対応の手順などが

協議されています。 

 委員から、新型コロナウイルス感染対策について、発熱等が確認できる体表面温度検知器、通

称「サーモグラフィー」の設置による航路及び航空路における水際対策強化の拡大、長崎大学が

医療機器メーカーと共同開発した、感染の有無が４０分以内で判定可能となる新型コロナウイル

ス検出システムを対馬市内の医療機関へ導入、重症者が発生した場合の感染症指定病院である対

馬病院の受入病床数の確保や発熱外来の対応など、集団感染拡大を想定した島内完結型の医療提

供体制整備の具体的な要望がありました。 

 なお、状況によっては、自衛隊など国の協力体制が求められる可能性もあるため、対策会議や

検討会などの関係者会議には参画してもらうことが望ましいのではないかとの意見がありました。 

 また、現在実施されている新型コロナウイルス感染症対策に関する防災無線での放送は、市民

にとって情報を共有できる確認手段の１つであることから、今後も継続されることを望むもので

あります。 

 以上で、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第６、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 産業建設常任委員長、長郷泰二君。 

○議員（３番 長郷 泰二君）  おはようございます。 
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 令和２年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条第１項の規定により、閉会中

の所管事務調査の承認を得ておりました本委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条

の規定により報告をいたします。 

 概要を説明する前に、タブレットのほうに、３ページ目に概要の地図を添付させていただいて

おりますので、御参考までに御高覧いただきたいと思います。 

 では、概要を説明いたします。 

 本委員会は令和２年５月２１日、午後１時３０分から、飛鳥時代の古代山城「金田城跡」にお

いて、全委員出席の下、観光商工課及び文化財課より、金田城登山口のトイレ整備等計画につい

て説明を受けました。 

 金田城跡は、昭和５７年３月に長崎県初の国指定特別史跡に指定され、また平成２９年４月に

は「続日本１００名城」に認定されるなど、注目を浴びております。最近は、訪れる観光客も平

成３０年は約１,０００人、令和元年は約１,５００人と増加しております。 

 しかしながら、登山口付近にはトイレもなく、駐車場も僅かなスペースの状況であり、市とし

ては１０台分程度の駐車場の整備と完全自己処理型水洗トイレ１基を設置する計画の説明を受け

ました。 

 現在は県道２４号線沿いと登山口の２か所を候補地として検討が進められておりますが、県道

２４号線沿いは駐車場スペース、トイレ設置等に問題はないものと考えられますが、登山口まで

は道路幅も狭く１.８キロの距離があること、登山口では駐車場スペースは確保可能と考えられ

ますが、完全自己処理型水洗トイレの電源は太陽光発電を利用し遠隔管理システムにより監視す

ることから、携帯電話の通信施設が必要となるなどの問題があります。また、史跡の適正な管理

を徹底する見地から、文化庁との調整も必要となってきます。 

 本委員会としましては、金田城跡の存在意義や市の史跡、観光に対する考え方を明確にし、長

崎県知事や史跡及び旅行専門家との意見交換会を行い、取り組まれることを要望いたします。 

 以上で、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．長崎県病院企業団議会議員の報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第７、長崎県病院企業団議会議員の報告を行います。 

 ９番、小田昭人君。 
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○議員（９番 小田 昭人君）  長崎県病院企業団議会議員の報告を行います。 

 長崎県病院企業団議会議員の活動及び審議内容について、次のとおり報告します。 

 令和２年３月２７日、午後１時３０分から長崎県農協会館で開催されました第１回長崎県病院

企業団議会定例会について、次のとおり報告します。 

 なお、対馬市議会からは、山本輝昭議員と私の２名の出席であります。 

 今定例会の議案審議は、条例議案２件、予算議案１件であります。 

 第１号議案、長崎県病院企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、地方

自治法等の一部を改正する法律の施行により地方自治法第２４３条の２に「普通地方公共団体の

長等の損害賠償責任の一部免責」が追加されたため、所要の改正を行うものであります。 

 第２号議案、企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例は、地方自治法等の一部を改正

する法律の施行により、地方公共団体の長もしくは委員または職員の当該地方公共団体に対する

損害賠償責任について、条例の制定を行うものであります。 

 第３号議案、令和２年度長崎県病院企業団病院事業会計予算は、病院企業団全体でありますが、

収益的収支について、収入総額２９９億８,２６３万１,０００円に対し支出総額３０５億

３,１５０万７,０００円で、差引き５億４,８８７万６,０００円の赤字、資本的収支において、

収入総額３３億３,８９７万７,０００円に対し支出総額４４億９,０１９万１,０００円で、資本

的収入が資本的支出に対して不足する額１１億５,１２１万４,０００円は過年度分損益勘定留保

資金等で補することといたしております。 

 対馬地区でありますが、対馬病院では予算計上の基礎となる患者数や収益については、

２７５床の病床数に対し病床利用率７７.１％、入院患者数７万７,６０４人、外来患者数１６万

９８４人を見込み、総収益５５億３,２８１万５,０００円、総費用５９億６,４２０万

８,０００円、収支差４億３,１３９万３,０００円の赤字見込みであります。医業費用の減価償

却費が６億７,９３９万９,０００円の支出見込みであり、赤字の要因となっております。 

 次に、上対馬病院でありますが、６０床の病床数に対し病床利用率６６.８％、入院患者数

１万４,６３２人、外来患者数２万８,７４７人を見込み、総収益１０億８１万８,０００円、総

費用１０億８,１６１万３,０００円、収支差８,０７９万５,０００円の赤字見込みであります。 

 国民健康保険加入者における医療費ベースと件数ベースの受診医療機関動向調査の調査結果を

添付していますので、後で御覧いただければと思います。 

 なお、前田議長から辞職願が提出され、許可されました。全員協議会に切り替え、議長選出を

行いました。議長選出は、選考委員７人により指名推選する仕組みであります。議長の任期は

１年間とし、先例に従いまして対馬市からの選出となり、山本輝昭議員が議長に選出されました。 

 また、議案外の報告として、１、令和元年度長崎県病院企業団病院事業会計決算見込みについ
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て、２、会計方針の変更について、３、監査基準の策定について、４、入札結果報告について、

５、離島等医療連携ヘリの運航開始について、６、郷診郷創の取組状況について、７、離島の産

婦人科医療の現状についての説明がありましたが、報告は省略させていただきます。 

 以上で、長崎県病院企業団病院議会議員の報告といたします。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開を１０時５０分からといたします。 

午前10時36分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時49分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．市長の所信表明 

○議長（小川 廣康君）  日程第８、市長の所信表明を行います。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  去る３月１日の市長選挙におきまして、多くの市民の皆様をはじめ、各

方面からの力強い御支持を賜り、本日、この壇上から対馬市の舵取り役として２期目４年間の市

政運営に対する所信を述べる機会をいただきましたことに、心から感謝申し上げます。 

 近年、対馬市は地球温暖化の影響を受け、数年来、市内でも５０年に一度と言われる大雨に見

舞われ、加えて、対馬に襲来する台風の大型化によりたびたび甚大な被害が発生しました。 

 このようなことから、市民の生命と財産を守るための防災・減災においては、道路などのイン

フラ整備も重要であり、現在、国の補助配分の物差しとなっている国土強靭化地域計画の策定を

喫緊の課題と捉え、令和２年３月に策定を完了したところであります。 

 また、対馬の基幹産業である水産業においても、海水温等の上昇により、イカ釣り漁の不漁を

はじめとして漁獲量が減少してきており、危機的な状況となっております。 

 さらに対馬の豊かな森林は、鹿、イノシシの食害により荒廃が進み、下層植物の減少や自然景

観にまで影響を及ぼしている状況であり、山肌があらわになった山林は、土砂崩れが発生しやす

くなるとともに栄養源の減少により海の生態系にまで悪影響を与えております。 

 一方、人口減少対策につきましては、有人国境離島法を活用した創業・事業拡大等の多岐にわ

たる施策に取り組んできたところであり、人口減少については、平成１６年３月の合併当時と比

較しますとやや緩やかになってきた傾向が伺えるものの、いまだ歯止めがかかっておらず、さら
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なる人口減少抑制対策が最重要施策であると認識しております。 

 そのような中、観光産業におきましては、これまで右肩上がりに増えてきた韓国人観光客が日

韓の国家間の関係悪化により激減し、一転して危機的な状況に陥り、その対応策を国・県の支援

をいただきながら進めているさなか、追い打ちをかけるように発生した新型コロナウイルスの感

染拡大により、一部の経済活動を自粛させなければならない、国難ともいえる事態となっていま

す。 

 現在、国を挙げてその緊急経済対策に取り組んでおりますが、依然、その出口が見えるような

状況にはなく、むしろ、第２波、第３波が懸念されているような状況でもあります。 

 市においても、情勢を注視しながら、時期を逸することなく必要な対策を講じてまいります。 

 まずは、１期目４年間を振り返ります。 

 公約として掲げた返礼品つきふるさと納税制度の構築でございます。 

 制度の意義についてさまざまな意見もありましたが、友好都市とも連携しながら寄附額も順調

に伸ばし、雇用の場の拡大と所得の増大を目指し、産業振興の起爆剤として一定の効果があった

と評価しております。 

 しかし、高額寄附者へ対する準市民制度の構築は実現できませんでした。対馬ファン獲得につ

なげるため、さらに研究を重ね推進してまいります。 

 さきに触れました有人国境離島法の活用については、経済圏、生活圏が福岡である市民の皆様

には、航空運賃の低廉化が最も実感できた政策ではなかったかと存じます。 

 イノシシ、鹿の有害鳥獣対策については、猟友会をはじめ、関係団体の協力も得ながら地区捕

獲隊の結成促進などさまざまな対策に取り組みましたが、決定的な対策を見出せることができず、

２期目においても重要課題と捉えております。 

 また、これら以外でも４年間で足踏みし、前進できなかった課題についても、現状を捉えなが

ら取り組みを進めてまいります。 

 目指すべきビジョンについてでございますが、ＳＤＧｓ、これは、誰一人取り残さず、いつま

でも安心して暮らせる社会の実現を目指す世界共通目標で、環境、社会、経済のバランスを保つ

ため、１７個のゴールで構成されています。 

 ヒト・モノ・カネが地球規模で行き交う現代社会は、どの地域も世界と深く、幅広く結びつい

ています。新型コロナウイルスは、瞬く間に全世界に広がり、対馬にも深刻な影響が出ているこ

とは皆様御存じのとおりであります。 

 また、気候変動といった地球規模の課題は、自然災害や磯焼けなど市民生活や産業に甚大な被

害を及ぼしています。 

 こうした地球規模の影響を末端で受け、最も取り残されやすい離島だからこそ、世界や政府の



- 16 - 

動きに協調しながら、ＳＤＧｓの考え方を取り入れたしまづくりを進めていく必要があると考え

ております。 

 政府は、このＳＤＧｓを推進するためにＳｏｃｉｅｔｙ５.０の推進、地方の衰退を意識した

地方創生、女性の社会進出を意識した次世代・女性のエンパワーメントの３つの柱を示していま

す。 

 Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０とは、狩猟社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ１.０）、農耕社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ

２.０）、工業社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ３.０）、情報社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ４.０）に続く目指す

べき未来社会の姿として国が提唱した概念でございます。 

 当市では、自動運転の実証実験や学校でのタブレット教育に取り組んでいますが、ＩｏＴやＡ

Ｉといった科学技術を活用しながら、交通、教育、医療・福祉、行政サービスの向上、産業の維

持発展を目指しつつ、快適かつ質の高い生活ができる社会の構築を目指してまいります。 

 新型コロナウイルス収束後の社会、つまりポスト・コロナ時代では、リモートワークやオンラ

イン学習など、私たちの暮らしそのものが変わり、自然豊かな地域での暮らしが見直されつつあ

ります。 

 対馬にとっては、移住・定住を促す絶好のチャンスであり、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の推進がま

すます求められるものと考えております。 

 そうした社会の変革に対応していくためにも、インターネット通信環境の強化等、引き続き情

報基盤の整備に努めてまいります。 

 さきの選挙で掲げました５つの拡大戦略ごとにその所信を申し述べさせていただきます。 

 まず１番目といたしまして、産業・所得の拡大についてでございます。 

 各種産業の共通の課題解決のため、対馬市異業種間連携・交流協議会を中心に取り組みを進め

てまいりましたが、協議会構成メンバーの関係から議論が偏る傾向があるという課題が浮き彫り

となったことから、今後、軌道修正を行いながら、所期の目的達成に向け取り組みます。 

 ６次産業化の推進においては、創業、新商品開発、どぶろく特区事業など、事業者ニーズに応

じた対応が円滑に図られ、事業の発掘、発展に向けた支援につながったと評価しており、創業等

支援事業については、事業の組み立てや人材育成にシフトし、取り組みを進めます。 

 また、産地農家、菓子店等、関係機関からなる対馬地域フードクラスター協議会の活動の成果

として、学校給食へ野菜を納入する豊生産組合も発足し、菓子店などが農家と連携し、対馬ロー

ル、対馬紅茶ｓｐａｒｋｌｉｎｇ、そば菓子等試作商品開発につながりました。 

 後継者対策においては、農林水産業の担い手確保事業の合同企業面談会として実施してきたも

のを、人口減少に伴うＵ・Ｉターン事業と絡めながら全業種に拡大しましたが、平成３０年度か

ら実施している福岡会場は相談件数も低調であり、その実施方法等について検討し、引き続き取
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り組みを進めます。 

 漁業分野では、４年間で３２人の漁業後継者の育成につなげましたが、取り巻く環境の変化か

ら漁獲量の減少などもあり、後継者対策にも影を落とす結果となっているようにも伺えます。 

 引き続き魅力ある基幹産業の振興のため新たな支援策も推し進めます。 

 林業分野では、林業事業体への社会保険、労働保険、中退共制度の加入に要する経費を助成す

るながさき森林づくり担い手対策事業、林業作業員に求められる資格や免許取得に係る経費を助

成する林業の星スキルアップ研修事業などを展開し、一定の効果が認められました。 

 有人国境離島法の活用策の１つとして実施した、航路、航空路運賃低廉化事業により、ＪＲの

在来線並みのフェリー運賃、ＪＲの特急並みのジェットフォイル運賃、新幹線並みの航空路運賃

が実現したことで高い効果が認められたものと評価いたします。 

 また、雇用機会拡充支援においては、創業１２件、事業拡大８６件、雇用創出１４５人の実績

で市内の雇用拡充に一定の効果と人口の社会減の抑制にもつながりました。 

 若年層から高齢者までの雇用促進対策としては、令和元年度から学生及び移住希望者に対し、

就業体験の機会を提供するインターンシップ人材確保事業を開始し、令和元年度実績では、受け

入れ人数６人、受入協力企業２２社と順調な滑り出しであり、さらに取り組みを強化いたします。 

 ２番目といたしまして、交流人口の拡大についてであります。 

 滞在型観光促進の柱として、アウトドアの聖地を目指す対馬ブランディング事業を推進し、あ

わせて国内客を中心とした誘客とリピーター確保のため、島内観光事業者のおもてなし意識の醸

成や新たな体験メニューの開発を進め、対馬観光の満足度向上を実現します。 

 国内外からのバランスのとれた交流施策としては、Ｒｅ島プロジェクトのホームページの改修

を行い、福岡から手軽に行ける島を強力にアピールします。 

 また、引き続き、国内、国外向けのプロモーション活動を展開し、特に新たなインバウンドの

開拓として、台湾などからのファムトリップや招請に取り組みます。 

 加えて、福岡市・九州離島広域連携事業については、事業規模も縮小しており、今後のあり方

についての協議を進めます。 

 反響のあったアンゴルモア元寇合戦記のアニメ化により、別の視点からの対馬のＰＲができた

と評価しております。 

 今後は、ゲームなどのサブカルチャーとのコラボレーション企画も積極的に取り組みます。 

 現在、交流棟の建設が進む対馬博物館は、令和３年３月の開館を目指し事業を進めており、万

松院などの周辺観光施設とひもづけた街歩きコースの造成における拠点と位置づけ、その活用を

推進します。 

 また、日本の渚・百選の三宇田浜海水浴場を抱える三宇田浜園地は、もう一泊したい観光から
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さらにもう一泊したい観光地とするためには欠かせないスポットとしての魅力を持つもので、新

たな利用者の取り込みと満足度向上のため、駐車場や近年の大雨で悩まされ続ける排水対策等に

も積極的に取り組みます。 

 航路、航空路運賃低廉化事業は、有人国境離島法の施行後、島民皆様からの要望を受けて、島

の外で暮らす扶養親族などにも適用できるよう準国境離島島民制度をスタートさせ充実を図りま

した。 

 さらに、交流人口拡大のため、対馬出身者、ふるさと納税者などを含む対象範囲の拡大を目指

してまいります。 

 人口減少対策と雇用確保のための創業支援でございます。 

 平成２９年度からしまぐらし応援室を設置し、あわせて移住・定住を促進するための補助制度

を設け、その取り組みの効果が上がっておりますが、移住者のニーズは多様であり、補助要件等

の整理も課題として浮き彫りとなったため、さらに効果の上がる支援策を構築します。 

 「対馬で、対馬のおいしいものを」を合言葉に、豊玉町振興公社の機能に島内流通システムま

での一体化を目指し、設立した対馬地域商社でありましたが、一部の事業者の協力を得て島内流

通実証実験を行うにとどまりました。 

 実態調査、実証実験の結果等を踏まえ、観光の掛け算の重要な計数となることから、島内流通

システムの構築に力を注ぎます。 

 市内に多く点在する史跡などの観光スポットには、トイレの整備が大きな課題となっておりま

したが、昨今の技術改良により、商用電源も不要で、微生物処理と水循環処理による完全自己処

理型水洗トイレが開発され、まずは、豆酘崎公園と金田城登山道入口付近へ設置し、観光客の不

便の解消と満足度向上を図ります。 

 浅茅湾と和多都美神社を核とした観光開発でございますが、インバウンドの観光客からも注目

を浴びる和多都美神社から風光明媚な浅茅湾を渡れば、最強の城、金田城へといにしえの時代へ

タイムトリップできる特別な観光ルートとしても期待され、また、平成３０年３月に策定した中

対馬未来づくりアクションプランに沿って、神話の里自然公園にはコテージとトイレの建設等を

実施し、ふるさと回帰のステージとして峰町青海の里の段々畑を復活させる花畑スポットの整備

を進めます。 

 ３番目に、快適生活環境の拡大についてであります。 

 市道尾浦浅藻線道路改良事業などの大型プロジェクトは、トンネル工事を含むことから事業費

も膨らみ、現在、社会資本整備総合交付金事業で整備を進めておりますが、近年、事業費が抑制

され、完成年度がずれ込む事態となっています。 

 優先順位を定め、その進捗を加速化させるため、あらゆる補助金の活用を研究し、整備を進め



- 19 - 

ます。 

 安心して結婚・出産・子育てができる環境を整えるため、これまで同様、出会いの場の設定か

ら結婚後の子育て期におけるふれあいの場やつながりの場を創設し、安心出産支援事業として、

令和２年度から不妊・不育治療を希望する御夫婦の経済的・精神的負担の軽減を図り、子供を産

み育てやすい環境づくりのための支援制度をスタートさせます。 

 幼児の遊び場の不足について、子育て世代の皆様から意見を多くいただく機会もあり、全ての

世代が集えるコミュニティ拠点施設の整備について、遊休施設の利活用を視野に取り組んでまい

ります。 

 エネルギー自立の島づくりでございますが、平成２５年度から検討してきた木質バイオマス発

電所の誘致については、木材の安定供給への懸念や売買価格の調整が図られなかったことから、

新たに熱供給を主とした利用方法に着目し、これまで林地に残されてきた未利用材をエネルギー

資源として有効に活用するためにＥＳＣＯ（エスコ）事業によるバイオマスボイラーの導入を進

め、あわせて森林環境譲与税を活用した施策拡大を進めます。 

 地域活性化の原動力となる地域コミュニティの再興と地域福祉の向上を目的に地域サロン整備

事業を進めてまいりましたが、現在まで２地区にとどまっていることから、空き家の活用とサロ

ンの運営、担い手の発掘・育成に努めます。 

 空き家バンク制度については、家屋の登録数は若干伸びてきたものの、地域の特性から家屋の

状態が良好なものの登録は少なく、改修が必要な物件が多いため、効果的な活用に結びつかない

状況があります。制度の見直しなども含め、再構築を検討します。 

 令和元年の幼児教育・保育の無償化に伴い、本市では子育て世帯の負担軽減のため、３歳児か

ら５歳児の副食費も全額免除としたところでございますが、現状、へき地保育所利用者との間で

格差が生じていることから、早急にその格差解消のための方策について検討を進めます。 

 ４番目として、健康・福祉についてでございます。 

 市内診療所の医療体制充実については、令和２年３月に佐賀診療所の医師の退任に当たり、地

域医療の新たな空白地帯が生まれないよう、４月から対馬病院の協力を得ながら診療を継続いた

しました。引き続き地域医療体制の充実と医療機器の整備等にも積極的に取り組んでまいります。 

 令和２年度は、対馬版地域包括ケアシステムの本格稼働の目標年度に当たり、これまで、生活

支援コーディネーター事業、認知症総合支援事業として、地域支援推進員の配置、認知症カフェ

等の整備、認知症サポーターの養成、認知症声かけ訓練の実施、そして、認知症ケア向上研修事

業としてユマニチュード講座などを着実に実施してまいりましたが、市全体の体制的にはもう一

息のところであり、さらに、市組織の各部署や外部団体との連携を強化し、地域包括ケアシステ

ムの構築に努めます。 
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 高齢者一人一人が介護予防の意識を持ち、それを実践することが大切であり、その支援組織と

して、介護予防自主グループの育成に努めてまいります。 

 また、国の指針により、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施が求められており、それ

に対応できるよう、市の関与、支援方法について検討も進めます。 

 シルバー人材センターの全島拡大については、多少の時間を要しましたが、活動拠点を厳原町、

豊玉町、そして上対馬町に設置いたしました。 

 今後は、さらなる会員の拡大とサービス内容の充実を図りながら、元気高齢者の皆様が生きが

いをもって知識や技術を生かせる取り組みとしてセンターの安定運営に努め、将来的に公益社団

法人への移行を目指します。 

 高齢者の見守りについては、既存のサービスである食の自立支援事業、シルバーホン設置事業、

そして、ちょこっとサービス事業を有機的に提供・実施できるよう検討し、見守り体制の充実を

図ります。 

 また、健康維持には、コミュニケーションや適度な運動が大切であるといわれており、スクエ

アステップなど高齢者に適した健康スポーツ活動も推進してまいります。 

 ５番目として、人づくり・教育の拡大についてであります。 

 子ども夢づくり基金事業は、本年度までの実績として、１億８,０００万円を超える実績とな

っています。 

 これまで、変化するニーズに柔軟に応えながら、安定した基金運営を実現し、小学生から高校

生までの夢づくりに寄与しており、これからも学び活動できる機会づくりのため、積極的に推進

してまいります。 

 域学連携事業については、平成２６年度から持続可能な産業づくりの実践、付加価値をつける

学術研究の実行、地域づくりを担う人材の育成を重要施策と位置づけ、地域、大学、行政が一体

となって取り組みを進めてまいりました。 

 まちづくりにおいて、対馬市の主要な事業としての位置まで達してきており、市外の大学関係

者や市民にも幅広く認知、活用されており、新たな地域づくりの発掘の観点から大きな効果を生

み出してきています。 

 引き続き安定的に発展させるため、サテライトキャンパスの誘致を推進します。 

 都市部の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策の推進と対馬市での定住・定着を促進する

ため、平成２３年度から島おこし協働隊事業に取り組み、これまで３３名を雇用し、生物多様性

保全や有害鳥獣ビジネスのコーディネイト、島デザイナー事業など、対馬独特の地域おこし、課

題解決に向けた取り組みの実績を重ねてまいりました。 

 その一方では、課題も生まれています。 
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 島おこし協働隊員の定住率の全国的平均が６割程度に対し、本市は３２％と低調であります。 

 定住は、事業目的の１つの柱でもあり、その中には、学生研究員など定住が難しい業種もござ

いますが、職員数が減っていく中では、新たな行政の担い手として可能性も見出し、人材の確保、

定住に向けた新たな仕組みづくりを検討しながら、状況に応じた島おこし協働隊事業を推進して

まいります。 

 ＩＣＴ教育の拡充でございますが、本市では、平成３０年５月、中学校生徒は１人１台、小学

校は最大学年児童数分の計１,３２０台のタブレット端末を全国に先駆けＬＴＥ方式により導入

したところで、教室での利用のみならず、自宅学習、校外学習、修学旅行等でも活用しており、

国内でもトップクラスのＩＣＴ先進市としての評価をいただいたところでございます。 

 くしくも、新型コロナウイルス感染拡大により、全国的に学校の臨時休業が行われたことで、

タブレット端末導入の効果を証明することとなりました。 

 今後は、新型コロナウイルスの第２波、第３波に備えることも視野に、小学校へのタブレット

端末の追加導入を検討し、ＩＣＴを活用した教育を推進してまいります。 

 ５つの拡大戦略には含まれておりませんが、厳原庁舎の整備については、さきの議会でも御報

告申し上げましたとおり、昭和４９年１１月に建設された鉄筋コンクリート造４階建てであり、

建設後４５年が経過しております。 

 耐震診断調査結果から現庁舎の耐震補強工事は現実的ではないものの、用地の取得や将来を見

据えた分庁方式の検証と本庁集約方式による行政コストの節約なども検討が必要となります。 

 まだ、ロードマップを描くこともできませんが、まずは、本定例会に庁舎建設整備基金を設置

し、庁舎整備元年といたします。 

 今後、市民も含めた庁舎整備検討委員会などで協議を進めてまいります。 

 結びに、これまで、私の市政運営に関する政策目標と理念を申し上げてまいりましたが、対馬

（しま）づくりの船頭として、市民や市議会の皆様とともにワンチームとなって協働して着実に

実行していくことが、対馬市民に対する私の責務であります。 

 第２次対馬市総合計画に掲げる若者でにぎわう希望の島、地域経済が潤い続ける島、支え合い

で自立した島、自然と暮らしが共存した島という４つの将来像の実現と自立と循環の宝の島つし

まを目指して、全身全霊をもって市政に取り組んでまいりますので、御支援と御協力を賜ります

よう心からお願い申し上げ、私の所信といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  以上で市長の所信表明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．承認第９号 

日程第１０．承認第１０号 
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日程第１１．承認第１１号 

日程第１２．承認第１２号 

○議長（小川 廣康君）  日程第９、承認第９号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市

税条例の一部を改正する条例）から、日程第１２、承認第１２号、専決処分の承認を求めること

について（対馬市介護保険条例の一部を改正する条例）までの４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長、乙成一也君。 

○市民生活部長（乙成 一也君）  ただいま一括議題となりました承認第９号から承認第１１号ま

での３件につきましては市民生活部所管でございますので、提案理由とその内容を続けて御説明

申し上げます。 

 まず、承認第９号、対馬市税条例の一部を改正する条例につきまして、去る４月３０日付で地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により

報告し、その承認を求めるものでございます。 

 新旧対照表は３ページから６ページを御参照願います。 

 今回の改正は、地方税法の一部を改正する法律等が令和２年４月３０日に公布され、同日から

施行されたことに伴い、市税条例の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及

ぼす影響の緩和を図るため、個人市民税、固定資産税及び軽自動車税並びに徴収猶予の手続き等

について特例措置が設けられ、個人市民税では寄附金控除の対象の拡充及び住宅借入金等特別税

額控除期間の１年延長、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の規定及び軽自動車税

の環境性能割の適用期限の６カ月延長等、所要の改正であります。 

 なお、附則で施行期日を公布の日から施行し、第２条の規定は令和３年１月１日といたしてお

ります。 

 続きまして、承認第１０号、対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、

去る５月２９日付で地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同

条第３項の規定により報告し、その承認を求めるものでございます。 

 新旧対照表は７ページから１１ページを御参照願います。 

 今回の改正は、対馬市国民健康保険税条例の税率改正について、対馬市国民健康保険運営協議

会へ諮問し、その答申に基づき、所要の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税分の所得割の税率を現行の

１００分の８.１から１００分の８.２に引き上げ、資産割の現行１００分の３.５は削除し、資

産割を廃止するものです。この資産割の廃止は、平成３０年度から国民健康保険の運営主体が長

崎県となり、税率設定方式を４方式から３方式に移行することに伴い、平成２９年度から税率を
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段階的に引き下げてきまして、令和２年度より完全３方式とするものであります。 

 また、均等割につきましては、税額を現行の２万５,０００円から２万６,０００円に引き上げ、

平等割は、現行の２万５,０００円から２万２,０００円に引き下げるものであります。 

 介護納付金課税分につきましては、所得割の税率を現行１００分の２.４から１００分の

２.５に引き上げ、均等割の税額を現行の８,５００円から９,５００円に引き上げ、平等割の税

額を現行の７,０００円から６,０００円に引き下げるものであります。 

 なお、附則で施行期日を令和２年６月１日といたしております。 

 続きまして、承認第１１号、対馬市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、去る５月

２２日付で地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項

の規定により報告し、その承認を求めるものでございます。 

 新旧対照表は１２ページを御参照願います。 

 今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行

令等の一部が改正され、本年５月２５日から施行されたことに伴い、市手数料条例の改正を行う

ものであります。 

 改正の主な内容は、住民基本台帳事務に係る住民にマイナンバーを知らせるための通知カード

の廃止に伴い、市手数料条例、別表第１から通知カードの再交付手数料を廃止いたしております。 

 なお、附則で施行期日を令和２年５月２５日といたしております。 

 以上で、承認第９号から承認第１１号につきまして、提案理由とその内容の説明を終わります。

御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  ただいま一括議題となりました承認第１２号の専決処分の承認

を求めることにつきましては、福祉保険部所管の議案でございますので、その提案理由と内容に

ついて御説明申し上げます。 

 承認第１２号、対馬市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法第

１７９条第１項の規定により４月３０日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

り報告し、その承認を求めるものでございます。 

 新旧対照表の１３ページから１４ページをごらん願います。 

 対馬市介護保険条例におきましては、特別な理由がある被保険者に対し、介護保険法第

１４２条の規定に基づき、条例第１０条において保険料の減免規定を設けておりますが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による減免につきましては、申請期限の規定がそぐわないことから、

本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、附則に、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が
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見込まれる場合において、保険料の減免規定と減免申請の期限の特例を設けた規定の２項を追加

しようとするものでございます。 

 なお、附則において、令和２年５月１日から施行し、令和２年２月１日から適用することとい

たしております。 

 以上、承認第１２号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議の上、御承認賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから、４件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております４件については委員会への付託を省略したい

と思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。４件につきましては、委員会への付託を省略する

ことに決定をいたしました。 

 これから４件について、一括討論・採決を行います。４件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 承認第９号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例の一部を改正する条例）、

承認第１０号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例）、承認第１１号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市手数料条例の一部を

改正する条例）、承認第１２号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市介護保険条例の

一部を改正する条例）の４件は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。４件は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．報告第１号 

日程第１４．報告第２号 

日程第１５．報告第３号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１３、報告第１号、令和元年度対馬市一般会計継続費繰越計算書

についてから、日程第１５、報告第３号、令和元年度対馬市水道事業会計繰越計算書についてま

での３件を一括議題とします。 
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 各案について報告を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま一括議題となりました報告第１号、令和元年度対馬市一般

会計継続費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、別紙の

とおり報告するものでございます。 

 本案は、令和元年度までに一般会計予算で継続費の議決をいただきました厳美清華苑施設改修

事業、厳原港国内ターミナル建設事業及び博物館建設事業につきまして、議案書１８ページに記

載いたしておりますとおり、それぞれ５,３５３万２,０００円、４億３５７万４,８７０円及び

３,１１２万９,７８９円を、令和元年度対馬市一般会計継続費繰越計算書のとおり翌年度に繰り

越すものでございます。 

 続きまして、報告第２号、令和元年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、地

方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本案は、令和元年度中に一般会計予算で繰越明許費の議決をいただきました、議案書２０ペー

ジから２２ページに記載しております６４件の事業、２８億６３９万１,６４０円を、令和元年

度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越すものであります。 

 なお、翌年度繰越額につきましては、さきに議決承認をいただきました範囲以内での繰り越し

をいたしております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  水道局長、立花大功君。 

○水道局長（立花 大功君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、報告第３号、令和元年

度対馬市水道事業会計繰越計算書について御説明申し上げます。 

 議案書２３ページをお願いいたします。 

 令和元年度対馬市水道事業会計の建設改良費を翌年度に繰り越しいたしましたので、地方公営

企業法第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとおり議会に報告するものでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 繰り越しいたました事業は、１款資本的支出１項建設改良費の千馬浄水場機械設備改修事業の

１件で、翌年度繰越額は１,１００万円でございます。 

 繰越理由でございますが、故障いたしました濁度計を取りかえるものでございますが、特注品

であることから納期までに不測の日数を要するため、繰り越しとなったものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、報告第３号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから３件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 26 - 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号から報告第３号までの報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開を午後１時ちょうどからといたします。 

午前11時43分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第４１号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１６、議案第４１号、令和２年度対馬市一般会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました議案第４１号、令和２年度対馬市一般会

計補正予算（第３号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、今年度当初予算を骨格予算として編成しておりましたので、市長の政策的経費

の計上が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いします。 

 令和２年度対馬市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによることを規定し、第

１条第１項、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億７,５５６万

３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４０億１,３０５万７,０００円

とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから６ページにかけての第１表歳入歳出予算補正によるとするものでござ

います。 

 第２条、継続費の補正は、継続費の変更を８ページ、９ページの第２表継続費補正によるもの

とし、厳原港国内ターミナル建設事業費の総額及び年割額を変更するものでございます。 

 第３条、地方債の補正でございますが、地方債の変更を８ページから９ページの第３表地方債

補正によることとし、地方債の限度額を３４億９１０万円とするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、その主なものを御説明いたします。 

 １４ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１１款地方交付税は、普通交付税を２億１,９９３万１,０００円

を追加しております。 
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 １５款国庫支出金でございますが、１項国庫負担金は、生活困窮者住居確保給付金３０８万

８,０００円の追加、２項国庫補助金は、離島活性化交付金、地方創生推進交付金、住宅整備事

業に係る社会資本整備総合交付金、学校施設環境改善交付金などの追加と、道路整備事業に係る

社会資本整備総合交付金の減額等を合わせまして９４５万５,０００円の増額となっております。 

 １６ページをお願いします。 

 １６款県支出金でございますが、２項県補助金は、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金、

都市計画区域内基礎調査等補助金の減額と、林道開設事業補助金、漁港整備事業補助金などの追

加を合わせまして５,６６１万９,０００円の増額となっております。３項委託金は、対馬地区ネ

コ適正飼養推進事業委託金２００万円を計上いたしております。 

 １７款財産収入は、土地売払収入として２,９５２万１,０００円を計上しております。 

 １９款繰入金は、今回の補正による財源調整などのための基金の繰り入れでございます。振興

基金繰入金３億円とがんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金繰入金３,２００万円、合併振興基

金繰入金９,０００万円及び森林環境譲与税活用基金繰入金６４１万４,０００円の追加でござい

ます。 

 １８ページをお願いします。 

 ２１款諸収入は、コミュニティ助成事業補助金２４０万円を計上しております。 

 ２２款市債は、各種事業費の計上及び増減に合わせての補正であり、合計で３億２,３９０万

円を増額しております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 なお、歳出につきましては、別途参考資料をお配りしておりますので、後ほど御参照ください。 

 ２０ページをお願いします。 

 ２款総務費１項総務管理費でございますが、１目一般管理費、庁舎建設整備基金積立金３億円

の計上、３目財政管理費、財政調整基金積立金２,９５２万１,０００円の追加、７目企画費はＣ

ＡＴＶ施設のＬＡＣルーターの交換などにかかる修繕料２,８０９万７,０００円の追加、ＣＡＴ

Ｖ厳原サブセンターの２次集約スイッチの更新に係る設計管理委託料８１０万９,０００円、工

事請負費３,３９９万５,０００円の計上が主なものでございます。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 ３款民生費１項社会福祉費は、住居確保給付金３８８万１,０００円の追加、無縁仏納骨堂整

備事業費６７４万２,０００円の計上、国民健康保険特別会計繰出金１１９万９,０００円の追加

が主なものでございます。 

 ４款衛生費でございますが、１項保健衛生費は、不妊・不育症治療費助成金５７０万円の計上、

診療所特別会計繰出金３０９万８,０００円の減額が主なものでございます。 
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 ２４ページをお願いします。 

 ２項清掃費は、海岸漂着物等地域対策推進事業費の組替えが主なものでございます。 

 ６款農林水産業費でございますが、１項農業費は、維持補修工事費５７０万円の追加、２項林

業費は、森林経営管理事業委託料５２３万９,０００円の計上、林道専用道一重鳴滝線開設工事

費１,０００万円の追加。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ３項水産業費は、産地水産業強化支援事業補助金１,３５９万３,０００円の追加、久和漁港整

備工事費６,０００万円の追加が主なものでございます。 

 ７款商工費は、つしまプロモーション事業委託料などの観光ＰＲ事業委託料、湯多里ランドつ

しまや鰐浦園地などの観光施設改修事業費。 

 ２８ページをお願いします。 

 サイクリングイベントや対馬アウトドアパッケージ事業への補助金を計上しております。また、

中止が決定しております対馬厳原港まつりなどのイベントに対する補助金を減額しております。

１項商工費、合せまして１億２,６３３万７,０００円の増額でございます。 

 ８款土木費でございますが、２項道路橋りょう費は、国の内示によります道路新設改良費１億

５,１８６万４,０００円の減が主なものでございます。 

 ３０ページをお願いします。 

 ４項港湾費は、厳原港国内ターミナル建設事業費１,０００万円の追加でございます。 

 ６項住宅費は、国の内示によります公営住宅等ストック点検事業費２,６０９万７,０００円の

増額でございます。 

 ９款消防費は、消防署北部支署上対馬出張所移転事業費２億２,６９９万６,０００円、消防ポ

ンプ自動車購入事業費４,６５５万円を計上しております。 

 ３２ページをお願いします。 

 １０款教育費でございますが、１項教育総務費は、小綱小学校の閉校に伴う行事などに関する

補助金８６万円の計上、２項小学校費は、大船越小学校グラウンド改修事業費６,３２６万

９,０００円、美津島北部小学校特別支援教室改修事業費１,７４６万９,０００円の計上、３項

中学校費は、仁田中学校グラウンド改修事業費６,２９８万８,０００円の計上。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 ６項保健体育費でございますが、東京オリンピック聖火リレーの中止によります島内イベント

経費３５４万２,０００円の減額が主なものでございます。 

 ３６ページをお願いします。 

 １３款諸支出金は、旅客定期航路事業特別会計繰出金８０２万７,０００円の追加でございま
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す。 

 １４款予備費でございますが、厳原町久田にございますジェットフォイル用の係留施設の修繕

や、国の補助金の関係で先行して実施をいたしました学校グラウンド改修に係る測量設計委託に

約１,５００万円を既に充用しております。 

 今後、雨季、台風シーズンに備え、災害への発生や新型コロナウイルス感染対策等に備えるた

め４,０００万円を増額しております。なお、３８、４１ページにかけまして、補正予算給与費

明細書を添えてございますので、御参照方よろしくお願いします。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議くださいますよ

うお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。１２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  関連で１項目だけ質問させていただきます。 

 手元にちょうど１０日前の対馬新聞がございます。ここに、市の職員懲戒処分という項目がご

ざいます。そして、これは全国紙の地方版の全てにおいて記載をされております。今回、私、市

長の冒頭の行政報告の中で、このように皆さんが知っておられることですから、説明か、または

陳謝があるものと思っておりました。説明も陳謝もなく誠に残念でございます。 

 この内容が新聞のあれですけども、職員４人を懲戒処分、そして４人でございますよね、そし

て市に与えた損害額が、一人は９３５万円、もう一人が１００万円、計１,０３５万円というす

ごい金額です。普通、パートに行っても１か月僅か１０万円ぐらいですよ、いただいても。それ

の１０年分ですからすごい金額ですよ。これについて、まず４点ぐらい先にお尋ねいたします。 

 まず、１点目ですけども、１人目のこの９３５万円の損害の方がインフルエンザ関係で徴収し

たお金２０万６,８００円、これを１年間放置しておったんだと、見つかったからよかったよう

なもので、見つからなかったらどうなるんですか、○○○○○○このような中で懲罰委員会があ

ったんでしょう。その中で委員会の判断は、減給が１０分の１、そして５か月だということです

よ、大きい間違いを２つしながら。これは、最高の５か月じゃなくて６か月の間違いじゃないの

かと思います。その点が１点。 

 それと２点目ですけども、この４人の懲戒処分について、詳細に御説明をお願いをいたします。 

 それと３点目ですけども、こうして皆さんの前にこのことが現れるまでに１年ぐらいかかって

います。なぜこんなにかかったのか、補助金関係ですから、補助金は５月、６月に既に申請して

いるわけです。その時点で明らかになるわけですから、なぜこれだけかかったのか、１年という

時間が。 

 ４点目です。この懲戒処分、一般的には勤勉手当、私どもがよく言うボーナスでございますが、
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このボーナスまでは懲戒処分の中に入っていないと思います。このボーナスについて対馬市の職

員の給与に関する規則、これにはどのように文面としてうたってあるのかという、先にこの４点

を……。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  小宮議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、初めに、本日の行政報告の際に、このたびの４人の職員の懲戒処分に関する陳謝を忘れ

たと申しましょうか、失念をしたということで、市民の皆様、そして議員の皆様には大変申し訳

ないというふうに思います。申し訳ございませんでした。今後、２度とこのようなことがないよ

うに綱紀粛正に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 まず、１点目の４人の懲戒処分の詳細についての説明でございますけども、このことにつきま

しては、報道発表の範囲内でよいということであれば、分限懲戒審査委員会の委員長でもありま

す副市長のほうから、このことについてはお答えをさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

 それと２点目が、処分の関係で１０分の１の減給５か月ということでの、これは６か月の間違

いではないかということでございますけども、このことにつきましては間違いではございません。

分限懲戒審査委員会の審査の結果を基に、私のほうが決裁をしているところでございます。 

 それと３点目の、このたびの懲戒処分関係が約１年ほどになるということで、なぜその処分が

遅れたのかということでございますけども、このことにつきましても、懲戒処分審査委員会の委

員長であります副市長のほうからお答えさせたいというふうに思っております。 

 それと４点目の、この勤勉手当が懲戒処分の対象にはならないのかという御指摘でございます

けども、御指摘のとおり勤勉手当は給料月額に期間率と成績率を乗じて支給額を決定するものと

なっているところでございます。 

○議長（小川 廣康君）  副市長、俵輝孝君。 

○副市長（俵  輝孝君）  小宮議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、具体的な処分の詳細をということになっております。私が言っていいかどうかあれなん

ですけれども、これ、新聞報道以上の詳細な説明については、個人の特定につながるっていうよ

うなことから、職員一個人の権利利益まで害するおそれがあるということを否定できないという

ことで、公開基準にのっとって公開できるところを公開しているということにしております。 

 次に、約１年ということで処分が遅れたということですけども、事件発生後、すぐ処分という

ことはなかなか難しゅうございます。特に、この申請事務の失念については、慎重な判断という

ことで、他団体との裁量、事例、情報収集等をした上で職員の聞き取り、いろんなものを総合し

て、この時期に委員会として結論を出したということにしております。 
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 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  よろしいですか。 

 １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  やはり公金問題ですから、やっぱり行政報告の中で説明するべ

きですし、今後、市民のほうによく目を向けていただいて市政を運営していただきたいと思いま

す。 

 それと、なぜ遅れたかということですけども、いろいろと発生から時間がかかるということで

すけども、かなりの時間がかかっていますので、４件あるわけですから随時発生した時点で、早

い段階でこの処分に当たるなら処分をするというふうな形で、今後、取り組んでいただきたいと

思います。 

 それと４点目ですけども、この勤勉手当、ボーナスですけども、言われるように、市長が言う

ように、そのような計算式になりますが、私が言わんとするのは、この勤勉手当というのは先ほ

ど市長が言われたように計算式がございます。その中で、成績率というのがあるんですよ。これ

は、私がその規則を説明してくれっていうお願いしましたが、その規則の中に、これは給与の支

給に関する規則ということで第６４条第３項に職員に対する勤務成績の率というのがあります。

１から４項までありまして、１項はすごくよくできる人というんですよ。そして４項には勤務成

績が良好でない職員、これは１００分の７４.５未満にしなさいと。そして、この４項に前項の

場合におけるということで、この勤務成績が良好でない職員、これについては、当分の間、任命

権者の定めるところによるというふうになっております。すなわち、この成績率によってボーナ

スの査定ができるというふうにこの規則はなっておるわけです。その辺も考えていただきたいと

思います。 

 それと、次、何点かまたお尋ねしますが、この職員の任命権者、これは誰なのか、総務部長か

もしれませんし、誰なのかということですよ。 

 そして、２点目が１,０３５万円という大きな金額です。この大きい金額を任命権者は責任を

負うべきではないのか、１,０３５万円ですよ。１０年間分の普通のパート職員のお金ですよ。

責任を取るべきじゃないかと思います。その２点について。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  任命権者は誰かということでございます。先ほども皆様に本当に申し訳

ないということでありましたけども、任命権者は私ということでございます。 

 それとまた、２点目のその任命権者も責任を負うべきではないかというようなことでございま

す。私もしかるべきときにしかるべき場所で私の意思を示したいと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（小川 廣康君）  １２番、小宮教義君。最後です。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  しかるべき意思を示すということですけども、意思というのは

形にならなきゃいけないんですよ。形とは何か、責任とは何かということであると、行政のトッ

プがいつもやっておるのは、まず、自分の給料を減給すること、それとボーナスの返還ですよ。

ボーナスは３.４か月分もらうわけですから、年間ですね、二百四、五十万円あるわけですよ。

それを形にすると、意思にするというのが行政のトップに立つ人の姿勢ですよ。それで意思を通

していただきたい。 

 それと、これからもこのような問題が発生するかもしれません。そうすると一々議場で言った

りしなければいけないし、それを統括するためには、ほかの市町村も同じようなことがあるわけ

です。その中で、ほかの地方公共団体を調べてみると、いろいろそれに対するものをつくってお

ります。例えば、ここには四万十市のやつなんですけども、それに対してどう処理をするのかと

いうこと。懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤務手当の成績率に関する「運用規則」というのを

作っておるんですよ。そして、職員だけではなくて再雇用の方もおられるじゃないですか、その

ような形に細かく分けて戒告を受けた場合とか、その成績率のパーセンテージをきれいに明記し

ております。これを早く整備していただきたい。それが一番先だと思いますので、その辺も重ね

て整備する考えはあるのかないのか、それで終わりです。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  先ほどの責任を負うべきではないかということで、私もそこら辺は先ほ

ど答弁いたしましたように、今後、しかるべきときに判断をするということで御容赦願いたいと

思います。 

 それと、また、先ほど質問がありましたこの勤勉手当の関係で、成績率等の率を定めて運用す

べきではないかという御質問でございましたけども、その前に今現在、市のほうにつきましては、

この勤務実態のない育児休業期間や休職期間がある職員については、減額調整は行っているとこ

ろでございます。 

 それとまた、この懲戒処分などを反映することができる成績率に関しましては、まだ運用は現

在まではしてきていないという実態がございますし、ただし、その昇任等の決定につきましては、

その時期を先送りする措置をとっております。 

 そして、その最後に、成績率等の運用をすべきではないかということに関しまして、この御指

摘の件につきましては、今後、規則に基づき任命権者が定めることになっておりますので、熟慮

し、善処してまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 
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 １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  教育委員会のほうにお尋ねいたします。 

 保健体育に関わることなんですが、本来であれば６月の月に中学校の中体連、これを全て陸上

そして武道、球技行っておったわけですが、１３日土曜日、１４日この２日間で球技大会はおお

むねテニスは先ほど明日どうのこうのとあってましたが、一応、そこはやられたと。ところが陸

上大会を中止するというふうなことを決定したと私はお聞きしましたが、もしそうであれば、ど

のような根拠でそのことに至ったか説明をお願いします、まず。その後、二、三お尋ねしたいこ

とがございます。 

○議長（小川 廣康君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  陸上大会の中止につきましては、今年度は県中総体が中止になりまし

た。それを受けて対馬市の陸上大会も中止と。球技、武道大会に関しましては子供たちが、特に、

３年生は３年間近く部活動を毎日やってきておりますので、その部活動の集大成として球技、武

道大会は開催をすると。陸上大会は大会前に主に練習をやりますので、もうそれに関しては、大

会は行わないというふうな決定をしております。 

○議長（小川 廣康君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  先だって、対馬市の体育協会といいますか、今年の体育協会の

陸上大会に関しては、アンケート等をいろいろ取りまして、そこで答えを出しております。やっ

たほうがいいというのが４で、どうも都合が悪いというのが２やったんですね。その中で勘案し

ていろいろな調整を図って決断をしたのが中止ということで、これは私は根拠として分からんで

もないんですが。 

 中体連について、私は教育長に確認取りますが、昨日の時点で長崎県下の地方大会を把握され

ておりますかと言えば、体育保健課ですかね、そこの担当が申しますに、対馬以外は全部実施す

るというふうなことで把握しております。これは知っておりますか。私、ショックやったんです。

というのは、県大会が中止というのは知ってますよ、全部。これはそういうふうなことは皆さん

知っている。だからその最後の要は協議として、あるいは３年生の方は地方大会をすることで終

わるんですよ。そういう思いで心に一つの期待がありながら、今、教育長のおっしゃるのは、県

中総体が中止やからということでは私はおかしいなと、もう少し十分な検討、そしてほかの長崎

県全域ですよ。対馬以外は全部、陸上競技を実施するんですよ。それを聞いたときに子供さんた

ちはがっかりします。非常に不満があるということで私の耳に入っております。それを今日どう

してもそのことを伝えないかんということで、この場におります。 

 私ね、長崎県全体の中でいろんな事情もありますよ。コロナのことはよく分かります。特に、

移動すれば福岡というふうなことが対馬はありますから、一般は中止ということは私もやむを得
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ないと見たんですが、中学校の方々については、もう少し慎重な判断をするべきじゃないかと。 

 教育長、長崎県が対馬を除いて全域する、陸上大会をやることについてどう思われますか。 

○議長（小川 廣康君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  県中総体をはじめとして他市町の中体連大会は陸上も球技、武道も同

じ日にやりますよね。陸上部の子供たちが集まって陸上大会をやると、陸上競技をやると。対馬

市の場合には、陸上は日頃やっておりません。これは県中総体の予選を兼ねて陸上大会をやって

いるわけですので、その陸上大会については新型コロナウイルス感染の関係もありまして、今年

度は中止をしようというふうな判断になったというふうに聞いております。 

○議長（小川 廣康君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  意見がかみ合いません。私が言うのは県下の中でそういう事情

で陸上をやるというふうなことが全部あるということを、もう一回予算は現計があるならば、も

う一回よく確認されて、そこらのレベルはやはり調査されるべきですよ。対馬だけないのは、お

かしいでしょう。そんな話は非常におかしいです。 

 その辺は、皆さんいろんな事情の中でやる、やらんはありますが、対馬の地域というのは、私

は何となくもう少し親身になった状態ではないような気がします。再度、今からでも遅くないん

ですけども、それは言い方として一概に言えませんが、再度さらに精査してください。私は今の

答弁では納得いきません。かみ合いませんから、議長、質問はこれにてです。この件については

終わります。精査してください。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  まず、先ほどの小宮議員の質問の件ですけど、大変、対馬市の市

政運営にとっては重くて重要な事案だと思います。 

 私はもう具体的には触れませんが、やはり市民の立場に立つと小宮議員が質問された内容、私

も同じような気持ちで市民からも受け止めていますので、一応、ここで述べさせていただいてお

きます。 

 そういう重い問題の後に、補正３号の具体的なことを聞くのもちょっと聞きにくいんですけど、

自分が所属していない委員会の事案で、今まで私も一般質問等で質問をしてきた事項で、自分の

委員会範疇でないことについて２点だけお尋ねをしておきたいと思います。 

 まず、１点目は、食害生物の利活用に向けた島内流通の仕組み作りということで予算措置がさ

れておりまして４２０万円余り、予算措置がされておりますが、この内容は調査研究委託料とい

う名目になっておりますけども、具体的にどのような内容のものなのかということで、確認をさ

せていただきたいと思います。 

 それから２点目は、１０款教育費のところで、２校のグラウンド整備が予算措置されておりま
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して、これ大変子供たちにとってはうれしいことといいますか、環境整備という点で大事だと思

います。その中で、大船越小学校のグラウンド改修工事については、理由としては強風で表層の

土が飛散して岩が露出しているということで大規模な改修工事、そのとおりだと思います。 

 ただ、ここの中で私ちょっと気になったのが、文面に現れていない部分で、大船越小学校のグ

ラウンドはグラウンドに凹凸があって、くぼみの部分が結構何か所かあって水はけが悪いんです

よね。そして側溝とか暗渠のいわゆる排水路が整備されていないんですけど、そのことが予算説

明の参考資料でも具体的に触れていないんですけど、側溝とかあるいは暗渠の設備等も工事費の

中に含まれていて工事が行われるのかどうか、確認をしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  農林水産部長、佐々木雅仁君。 

○農林水産部長（佐々木雅仁君）  小島議員の質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、食害生物の流通等に関する調査研究業務委託の４２９万８,０００円の内容に

ついてでございますが、この内容につきましては、今、各地区で活動をしていただいております

活動組織及び定置網事業者からイスズミを調達しまして、加工業者までの経済的な運搬ルート及

び運賃等を検証するための実証実験の委託料。 

 それと、もう一つが、それのコーディネート業務、どこからどう持っていった方がいいのか、

お金は幾らかかるのか、採算のルートを研究するとか、あとそれプラス食害生物の捕獲等に関す

る関係者間による研修会の開催、そういう業務を予定いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、阿比留裕史君。 

○教育部長（阿比留裕史君）  小島議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほどの大船越小学校のグラウンド改修について、現状は出ているけども工事の内容が不明だ

ということのお問い合わせがあった件ですが、先日、学校、設計業者、教育委員会も含めて意見

交換を行いまして、学校の現状であるとか、今言われた水たまりの現状、それと遊具の件も併せ

て施工の方法を検討しました。 

 その中では、議員、御指摘のようにグラウンドに大規模に暗渠排水を配置して、水の抜本的な

排水対策を強化するということも入ってございますので、まだ設計の詳細については決定ではご

ざいませんが、今後、設計の詳細が決まりまして、また再度、工事請負というような形になろう

かと思いますが、そのような順序を踏んでいる今、最中でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  食害魚の件ですけども、これ今年度だけの委託調査なのかどうか

ということを、ちょっとよく分からないんですけど、あくまで委託調査であって、このことだけ
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で１年かあるいは２年で終わるのかどうか、本格的にやはりこれは食害魚の対策については取り

組むべきだと思いますし、いわゆる国の補助を受けて今行われている事業以外にも、市独自でも

取り組むべきことがあるんじゃないかということを今までも述べてきましたけども、隣の壱岐市

あたりは、今年度、既にいろんな施策、食害魚についても大きな予算を何千万単位で組んでいま

すけど、そのあたり、初年度ですから、どういうふうに展開されるのか注目はしておきたいと思

いますけども、長期的にやはりもう少し根本的なことを打ち出してもらえたらなということで、

一応、質疑としておきたいと思います。 

 それから、学校のほうです。これは、今まで行われた例でいくと、各学校がやはりやるときに

は、側溝がまず入っていないところは周りをぐるっと入れて排水をしなきゃいけないし、そして

暗渠を入れないと、上土だけを入れた学校は何回もやり直しをした例がありますよね。もうその

いい例が、厳原中学校がそうだったですよね。何回もやって、結局はやり直しだったから、今回

の場合はそういうことはないと思いますけど、ぜひ、そういう業者との打合せといいますか、設

計段階に入る前によく確認をしていただきたいということをお願いして終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  １６番、大部初幸君。 

○議員（１６番 大部 初幸君）  関連です。５番の小島議員ですけど、大船越小学校のグラウン

ドの件ですけど、ちょっと教育長にもお願いしたことあるんですけど、３月２８日に私が５歳の

孫を連れて、私は歩いていたんです。孫が滑り台を滑ったときに、逆さまに降りていったんです。

３月でマフラーをしておって、滑り台の踊り場から最初に取っかかるときの両方の安全柵という

んですか、手すり、あれの両足が腐れとって、孫のマフラーがそれに食い込んで首が絞まったわ

けです。それで、慌てて、これはいかんということで、私もすぐ瀧川所長たちにも連絡をして来

てもらって、これじゃいかんぞということを見てもらって、４月の入学がある前に、１年生はや

っぱり楽しみだから早く改修してくださいと、ちょっと遅れてはしましたけど、改修はできてい

るんです。 

 それでまた雲梯というんでしょう、こうぶら下がって動くやつ。あれまだ折れたままですもん

ね。もうその前にも、地元の人がボランティアといったら悪いですけど、補修してくれたりして

おるんですけど、あれもまだできていない。 

 鉄棒は、風が強いもんですから、鉄棒の埋まっておる柵が、もうひどいところなんか１５セン

チぐらいコンクリが出て、再度お願いしとったら、教育長のほうから来とるかもわかりませんけ

ど、根っこに砂袋を丸めて半分してありました。後の半分が露出やったから、私もその手間かか

る品やないから泥を持っていって埋めて、コンクリは埋めているんです。だから、この道路整備

するときに遊具も全部新品になるのか、ちょっとそこのところがお聞きしたいんです。 
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○議長（小川 廣康君）  教育部長、阿比留裕史君。 

○教育部長（阿比留裕史君）  大部議員の御質問にお答えいたします。 

 滑り台の事故等については、私どものほうでも南地区教育事務所のほうがすぐに現場を見にい

く対応はしたわけですけども、若干、議員御指摘のように時間がかかって、入学式までにはとい

うような形にはなっております。 

 今御指摘のあった雲梯と鉄棒についても状況を把握しておりまして、先ほど小島議員の御質問

の中でお答えしましたように、今、建設課、教育委員会、現場、学校と打ち合わせる中で、予算

の中で可能なものについては、遊具等も含めて更新を図るという形にしておりますので、まだ詳

細、どの施設をどうしますということまでは言えませんけども、その辺の改善が利くものについ

ては改善をしていきたいという形の中で教育委員会として考えております。 

○議長（小川 廣康君）  １６番、大部初幸君。 

○議員（１６番 大部 初幸君）  はい、よくわかりました。 

 やはりちょっと想定外というか、あの朝礼台があるやないですか、あの小学校の。朝礼台が結

構大きい品ですよね、鉄でできて。あれが風で反対側の運動場の柵まで転がって飛んでいってお

るわけです。私も校長先生からそれを聞いてびっくりしたんですけど、少し変形していますよね、

今の朝礼台。だから、それだけ風が強いもんですから、その運動場の砂が下にずっと雨で流れ落

ちて、下に川があるんですけど、その川が運動場の砂で埋まってしまっておったんです、そのと

き。その当時は前財部市長のときやったそうですけど、きれいに掘り上げて、川のほうはよくな

ったんですけど、そういうことがあるもんですから、今あの小学校の生徒たちが毎日ソフトボー

ルを練習していますけど、雨降り後はもうグラウンドが悪過ぎて、本当難儀しているようなふう

やったですけど、この話を進めてもらっておるということをお聞きしまして、今日こういういい

報告を受けて感謝しております。ありがとうございます。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。３番、長郷泰二君。 

○議員（３番 長郷 泰二君）  先ほどの小島議員との関係もありますけど、市長にお尋ねします。

地域食害魚の流通云々の話をさっきされましたが、地域商社じゃないですよね、委託先は、ここ

に予算が出るということは。それで、地域商社との設立の５つの中に、この島内流通に関しては

地域商社の私物でやりますということで設立されたと思うんですけど、確認です。考え方と委託

先です。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まだこの件についてはどこと契約するということまでは決まっていない

みたいですけども、ただ、運搬については地域商社が担うというようなことで、今現在、準備が

進められようとしているところでございます。 
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○議長（小川 廣康君）  ３番、長郷泰二君。 

○議員（３番 長郷 泰二君）  ぜひ地域商社の設立の意義をもう一度よく把握されて、聞き及ぶ

ところによると、地域商社じゃないんだという話も聞き及んでおりますので、また改めて検証し

ていただきたいと。これ、委員会のほうの付託ですから、そのときにまた詳しく担当のほうから

説明があると思いますので、これで終わります。 

 もう１点ですけど、今日の市長の施政のさっきの考え方の中で、Ｕ・Ｉターンの事業の中で今

回予算が出ています、９００万。住宅の改修事業なんですが、これは仁位のＡ住宅ということに

なっておりますが、設計を１００万、臨時のときに配りましたよね。トータル１,０００万の事

業になっているんですが、この仁位のＡ住宅というのは、以前頂いた資料によりますと昭和

４２年の建築ですよね。５０年以上たっている家を、わざわざこんな金かけてまで改修して利用

するというのはいかがなものかと思うんですが、先ほど市長が言われたように、古い住宅が多過

ぎて、ちょっと再検討の必要があるなというお考えをお持ちであることは確認させていただいて

おりますが、こういったもう築５０年たった家を建てるということは、これ面積的に多分３０坪

だったと思うんです。１００平米いっていない家だったと思うんで、これだと坪３０万の家です

か。それに柱と屋根と基礎を入れたら坪５０万の家になりますよね。そしたら新築の家になるん

ですよね。 

 そう考えてくると、こういうＵ・Ｉターンのための住宅確保について異論があるわけじゃない

んですが、その物の進め方として、果たしてこういう予算づけの仕方で一般財源を使っていいも

のかという考え方を私は持つんですが、見解をお聞かせください。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  長郷議員御指摘のとおり、豊玉町仁位の対馬市に譲渡された住宅でござ

いますけども、譲渡される前に、風呂とか台所等の水回り、そして屋根のふき替えも行われてい

たというようなことで、私自身も譲渡後に現地見にいきましたけど、確かにちょっと離れみたい

にはなってはいるんですけども、住宅的には、そんなに古いと申しますか、築５５年ですかね、

５０年、そんなに感じるような家ではなかったということで、この改修費につきましても、この

金額をもってリニューアルをしていただきたいというふうに思っております。詳しいことは担当

部長のほうからまた説明をさせます。 

○議長（小川 廣康君）  しまづくり推進部長、武末祥人君。 

○しまづくり推進部長（武末 祥人君）  長郷議員のただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 今回予算を上げておりますのは２棟分でして、１棟が、今、市長が説明をしました仁位の部分、

もう１棟が市役所の前にあります、これは前回予算で上げました裁判所の住宅ですね、国分の。

その２棟分の改修費でございます。実際、今、設計費については前回の予算で計上させていただ
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いて、今どういったことができるかという設計をしていただいております。内容的なものについ

ては、今からどこの棟を直すとか専門的なもので、設計者にしていただこうと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ３番、長郷泰二君。 

○議員（３番 長郷 泰二君）  事情は分かりました。２棟分なんですね。文面からすると、前回

臨時議会に出された文面とそのままここに来ているんで理解ができなかったんですが、いずれに

しても、仁位の住宅については年数は確かに昭和４２年の建築です。たしかリニューアルされて

いるからＩＨ等もついているというデータは頂いておりますけども、それはそれでいいんですけ

ども、今後こういう住宅の改修、取得については、もう少し慎重にあるべきじゃないかと思いま

す。 

 仁位については、特に立地的に必ずしも芳しいというようなお試し住宅に提供するような立地

じゃないんじゃないかという気もしておりますので、今後とも、確保についての維持じゃなくて、

対馬の生活を堪能できる環境の住宅をできる限り取得する方向で、ひとつ御検討を頂きたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  お願いをしておきます。この補正予算第３号につきましては、それぞれ

所管の委員会に付託表のとおり付託をする予定でございます。先ほどの水産関係の予算につきま

しては長郷委員長のところの産建のほうに付託をされる予定ですので、議事進行に御協力をお願

いしたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は配付しております議案審査付託表のとおり各常任委員会に付託をいたします。 

 暫時休憩いたします。再開を２時１５分からといたします。 

午後１時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時13分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

 １２番、小宮教義君。 

○議員（１２番 小宮 教義君）  先ほどの質疑の中で、不適切な言葉がありましたので削除をお

願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１７．議案第４２号 

日程第１８．議案第４３号 

日程第１９．議案第４４号 

日程第２０．議案第４５号 

日程第２１．議案第４６号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１７、議案第４２号、令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算

（第１号）から日程第２１、議案第４６号、令和２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予

算（第１号）までの５件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第

４２号、令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号）につきまして、その提案理由を御

説明いたします。 

 今回の補正予算は、本年４月から直営となりました佐賀診療所の診療収入、施設管理費、医業

費など、施設の管理運営費を計上するものでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによることを規定

し、第１条第１項、歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７２６万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,７８３万８,０００円と

するものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから５ページにかけての第１表歳入歳出予算補正によるとするものでござ

います。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、予算書は１０ページをお願いいたします。 

 １款診療収入１項外来収入を１２０万円追加、４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計から

の繰入金を３０９万８,０００円減額しております。 

 次に、歳出について御説明させていただきます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項施設管理費は、診療所運営に係る光熱水費、通信運搬費等の一般管理費を

１１４万２,０００円、２款医業費１項医業費に医薬材料費６１２万円を計上しております。 

 以上で提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上

げます。 
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○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  ただいま一括議題となりました議案第４３号から議案第４５号

までは福祉保険部所管の議案でございますので、その提案理由と内容について御説明申し上げま

す。 

 今回の特別会計補正予算３議案につきましては、先ほど専決処分の承認をいただきました対馬

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例など、新型コロナウイルス感染症の影響による減免

措置による歳入の減額や、この後、御審議をいただく対馬市国民健康保険条例の一部を改正する

条例など、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の計上を行ったものでございます。 

 まず、議案第４３号、令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

て御説明申し上げます。 

 補正予算書の３ページを御覧願います。 

 令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによること

を規定し、歳入歳出予算の補正は第１条第１項で歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

３,３６９万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億６,６９４万

円とするものでございます。 

 第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから５ページにかけての第１表歳入歳出予算補正によるとするものでござ

います。 

 次に、歳入歳出補正予算の内訳につきまして御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、８ページから９ページを御覧願います。 

 １款国民健康保険税は、一般被保険者現年課税分の減免見込みとして２億６,４３４万

６,０００円を減額いたしております。 

 ３款国庫支出金は、国民健康保険税減免額の１０分の６に相当する１億５,８６０万８,０００円

を災害等臨時特例補助金により受け入れるものでございます。 

 ４款県支出金に国民健康保険税減免額の１０分の４に相当する１億５７３万８,０００円、過

年度還付金３,１４１万３,０００円など、特別調整交付金をそれぞれ追加いたしました。 

 ６款繰入金は、職員給与費等繰入金１１９万９,０００円の追加を行っております。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 １０ページから１１ページを御覧願います。 

 １款総務費２項徴税費は、令和元年度分国民健康保険税減免に係る過誤納還付金３,１４１万

３,０００円の追加などでございます。 

 ２款保険給付費１項療養諸費は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病
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手当金として１００万円を計上いたしております。 

 ３款国民健康保険事業費納付金につきましては、財源内訳の変更でございます。 

 続きまして、議案第４４号、令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

つきまして御説明申し上げます。 

 補正予算書の３ページを御覧願います。 

 令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるこ

とを規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ２,５７９万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,６２６万

５,０００円とするものでございます。 

 第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから５ページにかけての第１表歳入歳出予算補正によるとするものでござ

います。 

 次に、歳入歳出補正予算の内訳につきまして御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、８ページから９ページを御覧願います。 

 １款後期高齢者医療保険料は、現年度分の保険料の減免見込みとして２,９４８万２,０００円

を減額しております。 

 ７款諸収入は、保険料還付金として３６８万６,０００円を追加いたしております。 

 次に歳出でございますが、２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料減免に係る納付金

２,９４８万２,０００円の減額でございます。 

 ３款諸支出金は、令和元年度分保険料減免に係る還付金３６８万６,０００円の追加でござい

ます。 

 続きまして、議案第４５号、令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきま

して御説明申し上げます。 

 補正予算書の３ページを御覧願います。 

 令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによることを規定

し、歳入歳出予算の補正は第１条第１項で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,２４８万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億１,５３６万５,０００円とするもの

でございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、４ページから５ページにかけての第１表歳入歳出予算補正によるとするものでご

ざいます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内訳につきまして御説明申し上げます。 
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 まず、歳入でございますが、８ページから９ページを御覧願います。 

 １款保険料は、第１号被保険者の保険料の減免見込みとして１億４,５２４万円を減額いたし

ました。 

 ３款国庫支出金は、現年度分及び過年度分の保険料減免額１億６,７７２万円を特別調整交付

金で受け入れるものでございます。 

 次に、歳出でございますが、６款諸支出金は、令和元年度分保険料減免に係る還付金２,２４８万

円の追加でございます。 

 以上、議案第４３号から議案第４５号までの提案理由の説明とさせていただきます。御審議の

上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  中対馬振興部長、波田安徳君。 

○中対馬振興部長（波田 安徳君）  ただいま一括議題となりました議案第４６号、令和２年度対

馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由と内容について御説明申

し上げます。 

 今回の補正は、浮桟橋の渡橋が経年劣化により使用不能となったため、その改修のための工事

請負費の追加による補正でございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和２年度対馬市の旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めることを規定

し、歳入歳出予算の補正は第１条第１項で歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８０２万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,３７７万３,０００円とする

ものでございます。 

 同条第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出の金額は、４ページから５ページの第１表歳入歳出予算補正によるとするものでございます。 

 まず、歳入について御説明申し上げます。 

 ８ページから９ページをお願いいたします。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金８０２万７,０００円の追加によるも

のでございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 ２款施設費１項施設費１目施設管理費は、１５節工事請負費で８０２万７,０００円の追加に

よるものでございます。これは、冒頭にも申し上げました豊玉町佐志賀地区の浮桟橋の渡橋の改

修によるものでございます。 

 以上、簡単でございますが説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願

いいたします。 
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○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。 

 まず、健康づくり推進部関係の議案第４２号について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認めます。 

 次に、福祉保険部関係の議案第４３号から議案第４５号までの３件について、質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認めます。 

 次に、中対馬振興部関係の議案第４６号について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま、一括議題としております５件につきましては委員会への付託を省略したいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。５件につきましては委員会への付託を省略するこ

とに決定しました。 

 これから５件について、各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第４２号、令和２年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号）について討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４３号、令和２年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号、令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４５号、令和２年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）について討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４６号、令和２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）につい

て討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２２．議案第４７号 

日程第２３．議案第４８号 

日程第２４．議案第４９号 

日程第２５．議案第５０号 

日程第２６．議案第５１号 
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日程第２７．議案第５２号 

日程第２８．議案第５４号 

○議長（小川 廣康君）  日程第２２、議案第４７号、対馬市職員定数条例の一部を改正する条例

から日程第２８、議案第５４号、対馬市引揚者住宅条例を廃止する条例までの７件を一括議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第４７号、対馬市

職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由を御説明いたします。 

 新旧対照表は１５ページをお願いいたします。 

 このたびの改正は、令和２年４月からの会計年度任用職員制度の導入に向けまして、去る令和

元年１２月、第４回定例会に議案上程いたしました議案第７２号、対馬市会計年度任用職員制度

の導入に伴う関係条例の整理に関する条例において、整備すべきところ、このたび漏らしている

ことを発見いたしましたので、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則で施行日を公布の日からとしております。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、阿比留裕史君。 

○教育部長（阿比留裕史君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第４８号及び議案

第４９号について、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 初めに、議案第４８号、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例についてでございま

すが、新旧対照表１６ページを御覧ください。 

 今回の改正は、豊玉町の対馬市立小綱小学校を豊玉小学校へ統合することについて、保護者の

同意並びに関係地区との合意を交わすことができましたので、統合を行うための所要の改正とし

て別表第１の１小学校の表中、対馬市立小綱小学校の項を削るものでございます。 

 今後は、児童の交流事業等を行いながらスムーズな統合ができるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

 なお、附則で施行期日を令和３年４月１日としております。 

 続きまして、議案第４９号、対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条例につ

いて、御説明申し上げます。 

 新旧対照表は１７ページでございます。 

 今回の改正は、対馬市立豊小学校の教職員住宅のうち３戸が平成２５年から入居がなく、借地
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に建設されていることから解体し、借地を返還するため条例から削除しようとするものでござい

ます。対象となる教員住宅は、新旧対照表で御説明いたしますと１７ページの別表中、現行の欄

の番号９３番、９７番、１０２番の３項を削り、併せて項番号の繰り上げの改正を行うものでご

ざいます。 

 なお、附則で施行期日を公布の日からとしております。 

 以上、提案理由の説明を終わらせていただきます。御審議の上、決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  ただいま一括議題となりました議案第５０号から議案第５２号

並びに議案第５４号は、福祉保険部所管の議案でございますので、その提案理由と対応について

御説明申し上げます。 

 まず、議案第５０号、対馬市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例につきましては、

新旧対照表の１８ページを御覧願います。 

 この条例は、老人デイサービスの設置に関する条例でございますが、今回の改正はデイサービ

スセンターなるたき園に隣接する特別養護老人ホームひとつばたごの土地の売買に伴い、市有地

を分筆する必要が生じましたので、登記の完了を受けてデイサービスセンターなるたき園の位置

の地番を変更しようとするものでございます。 

 なお、附則において施行日を公布の日からといたしております。 

 次に、議案第５１号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、新旧対

照表の１９ページから２１ページを御覧願います。 

 今回の改正は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者などに係る傷病手当金の支給に

関するものでございます。改正の内容につきましては、傷病手当金の起算基準、支給金額、支給

期間及び給与などとの差額の調整などを規定したものでございます。 

 なお、附則において公布の日から施行し、令和２年１月１日から規則で定める日までを適用す

るといたしておりますが、現段階では令和２年９月３０日までを想定いたしております。 

 次に、議案第５２号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして

は、新旧対照表の２２ページを御覧願います。 

 今回の改正は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者などへの傷病手当金の支給に関

し、事業主体である長崎県後期高齢者医療広域連合の条例改正に伴い、傷病手当金の支給に係る

申請の受付事務を市において行う規定の追加でございます。 

 なお、附則において公布の日から施行し、令和２年１月１日から適用すると規定いたしており

ます。 
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 最後に、議案第５４号、対馬市引揚者住宅条例を廃止する条例につきましては、議案書の

３９ページを御覧願います。 

 この住宅は、昭和３１年旧厳原町が引揚者を対象として建設したもので、その住宅の維持管理

及び使用に関し、必要な事項を定めた条例でございますが、既に入居者もなく、建物の老朽化も

進んでおりますので、この条例を廃止し、建物を解体しようとするものでございます。 

 なお、建物の解体後の用地につきましては、厳原幼稚園の園庭に隣接していることから、教育

委員会のほうに所管換えを行うことといたしております。 

 以上、議案第５０号から議案第５２号並びに議案第５４号の提案理由の説明とさせていただき

ます。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。 

 まず、議案第４７号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第４８号及び議案第４９号の教育委員会関係条例２件につい

て、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第５０号から議案第５２号及び議案第５４号までの福祉保険

部関係条例４件について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題としております７件は、委員会への付託を省略したいと思いますが御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。７件につきましては、委員会への付託を省略する

ことに決定いたしました。 

 これから、７件について各案ごとのに討論、採決を行います。 

 まず、議案第４７号、対馬市職員定数条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４８号、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例について討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号、対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条例について討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号、対馬市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例について討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号、対馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５４号、対馬市引揚者住宅条例を廃止する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。再開を３時ちょうどからとします。 

午後２時44分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時57分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２９．議案第５３号 

○議長（小川 廣康君）  日程第２９、議案第５３号、対馬市庁舎建設整備基金条例を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました議案第５３号、対馬市庁舎建設整備基金

条例について、その提案理由を御説明いたします。 

 議案書３７ページをお願いいたします。 

 条例制定の目的でございますが、本日議会冒頭に市長が所信表明で申し上げられたとおりでご

ざいますので、省略をさせていただきます。 
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 今後は、市民も含めた整備検討委員会等で整備方法なども含め協議を進めていくことになりま

す。 

 条例の内容について、御説明を申し上げます。 

 第１条では、市庁舎建設整備に要する財源に充てることを目的として基金を設置することを定

め、第２条では基金に積み立てる額を、第３条では基金の管理方法、第４条では基金の運用から

生ずる運用益の処理の方法を、第５条では繰り替え運用について、第６条では基金の処分につい

て、第７条において委任条項を定めております。 

 なお、附則で施行日を公布の日からといたしております。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。 

 議案第５３号、対馬市庁舎建設整備基金条例について質疑はありませんか。１１番、波田政和

君。 

○議員（１１番 波田 政和君）  １点だけ。この問題に関して過去に４回ぐらい市長とやりとり

させていただいておりますが、すごく進展したのかなと思っておりますが、この中で、表明の中

にもありましたが、方向がまだまだ見えてないということです、まず１番に。 

 それと、こういった基金設立は分かるんですが、目的がない基金と捉えがちなんです。なぜな

ら、ロードマップをまだ描けないということですから。この辺が不透明すぎるんじゃなかろうか

なと思いますが、話しの中でありましたいろんなもろもろのものは今後決めていってもいいんで

すけども、仮に厳原庁舎としましょうか、この辺の話のときに、本庁舎とかいろいろ危機管理と

かの問題も話をさせていただきましたが、しかしながら、今回ここでお願いしたいのは、ある程

度の時期をもって預貯金はしてもらわないと、いつになるか分からん話やったら、非常にいかが

なものかなと思います。これやったら、もう合併するところ決めてなくちゃいけない話なんです、

本当は。それがその後、現在に至るまでまだ進展していなかったということは、言葉を返して言

うなら、自分のときに逃げるんですかと言いたい、私は。 

 だから、２期目の所信表明も聞きましたから、もうやらなくちゃいけないことはっきりしてい

るわけです。本庁か支所かは別の話です。今は暫定的に厳原に置いてあるわけですから、この辺

はまた後日の一般質問の中でもお話しさせていただきますけれども、やっぱり中心たるとこを目

的もなく、こういったものを進めていただくことは大いに結構なんです。どこかに目的があるか

ら出してあるちゅうことは分かるんです。あんまりどんよりしすぎているんじゃないかなと思っ

ておりますから、市長がどこか気分がいいときにでも、その辺の話をしていただければありがた

いかなと思っておりますので、また何かその辺でコメントもありましたら、お願いしたいんです
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けど。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  波田議員のほうから御指摘がありましたように、今、現在はまだロード

マップは描けておりません。 

 これまでも、なかなかこの問題についてはすぐ結論、そして方向性が出せないということで、

これまで残ってきた問題ではなかろうかというふうに、私自身感じております。 

 そういう中で、私の第２期目のこの所信といたしまして、次なるこの４年間の間には確実にそ

の方向性、そして場所、ここまではきちっと決めてまいりたいという気持ちでいるところでござ

いますので、今後、市民を含めたこの委員会等を組織する中で、そこも一緒になって進めてまい

りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議員（１１番 波田 政和君）  以上で終わります。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 議案第５３号は、配付しております議案審査付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託をい

たします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３０．議案第５５号 

○議長（小川 廣康君）  日程第３０、議案第５５号、長崎県病院企業団の共同処理する事務の変

更及び規約の変更に関する協議についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  ただいま議題となりました議案第５５号、長崎県病院企

業団の共同処理する事務の変更及び規約の変更に関する協議について、その提案理由と内容につ

いて御説明申し上げます。 

 新旧対照表は２３ページでございます。 

 長崎県五島中央病院附属診療所奈留医療センターの在宅介護支援センターが行っている居宅介

護支援事業及び五島市から運営受託している老人介護支援センター事業が、令和２年３月３１日

をもって廃止されたことに伴い、所要の変更を行い、また併せて規約の一部文言の変更を行うも

ので、この規約変更について地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定により議会の議

決を求めるものでございます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上
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げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本件は委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定を

いたしました。 

 これから、討論、採決を行います。 

 議案第５５号、長崎県病院企業団の共同処理する事務の変更及び規約の変更に関する協議につ

いて討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（小川 廣康君）  以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 明日は、午前１０時から総務文教常任委員会の付託案件の審査を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時07分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


